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本年9月に長期給付に係る掛金率が引き上げられます

平成２１年に行われた地方公務員共済年金における財政再計算により、平成２３年９月に長期給付
に係る掛金率は、次のとおり引き上げられます。

地方公務員共済組合連合会

なお、平成２４年以降の長期給付に係る掛金率は、次のとおり引き上げられます。

※ 長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組合連合会定款で定めています。

※給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。したがって、諸手当を
除いたものに掛金率が乗じられることとなりますので、給料に対する割合は、期末手当等に対する割合
と異なります。

茨城共済第２６８号（平成２３年３月号）P２６に掲載の「ねんきんQ＆A」の記事において、年金の所得制限額を
算定する場合の支給停止調整額について、「47万円」と掲載しましたが、平成２３年度においては「46万円」
に改定されましたのでお知らせします。

※平成21年に行われた財政再計算に係る情報については、連合会のホームページに掲載して
おります。どうぞご覧ください。

http://www.chikyoren.or.jp
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年度別インフルエンザ予防接種助成事業利用状況一覧
（接種期間は10/1から翌年1/31まで）

※組合員数・被扶養者数は各年10月1日現在
※人数は延べ人数とし、1人2回接種した場合は2人としています。
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組合員・被扶養者計（A＋C）

総接種者数（B＋D）
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接種者数 B（①＋②）

利用率  B / A
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被扶養者数 C

接種者数 D（③＋④）

① 季節性インフルエンザ

② 新型インフルエンザ
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毎 月 の
積立限度額

共済貯金の
解 約

掛金の基礎となる
給料月額の範囲

在職中は希望によ
り途中解約ができ
ます。
ただし、再加入で
きるのは解約後1年
経過してからとな
ります。

積立額の制限は
ありません。

組合員の資格を
喪失した場合に
限り解約となり
ます。

項　目 （改正前）
平成23年4月1日
（改正後）
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  のご案内平成23年度 歯 周 病 検 診

対 象 者

検 診 内 容

実施検診機関

検 診 期 間

自 己 負 担 額

検診の受け方

茨城県は昨年９月に歯と口腔に関する推進条例を制定し、歯科保健の取組みを推奨していますが、共済
組合でも昨年度から、疾病予防対策の一環として歯周病の早期発見、治療を図ることを目的に歯周病検診
を行っています。
歯周病とは口腔内の歯周病原性細菌によって引き起こされる感染症です。
歯肉炎と歯周炎に大別され、進行すると歯を支える骨などが破壊されてしまう恐ろしい病気で、放置
しておくと生活習慣病やガンになるリスクが大きくなります。
歯に対する正しい知識を身につけるためにも、今年度対象となる方は、ぜひこの機会に検診を受けて、
ご自身の歯の健康状態をチェックしてください。
また、より多くの組合員の方が受診していただけるよう本年度から自己負担を無料としました。

平成２３年度内に４０歳以上５歳刻みの年齢に達する組合員の方

歯周組織の検査、問診、指導

（財）茨城県歯科医師会と提携した県内の歯科医院

＊実施できる歯科医院の情報は、対象者にあらかじめご案内します。

平成２３年６月１日から平成２４年３月３１日まで

無　 料　　＊全額共済組合が負担します。

①対象者全員に「歯周病検診受診券」及び「受診票」を配付します。
②希望する歯科医院に電話予約をします。
③窓口に①の受診券及び受診票を提出してください。
④契約に沿った歯周病検診を行います。
⑤検診終了後、検査結果に基づく指導･説明を受けます。
＊検診結果に基づく歯の治療を行う場合は、保険診療となりますので、「組合員証」を
持参してください。
＊対象年齢となる方には、本年５月下旬に所属所をとおし関係書類を送付します。




